
コミュニティセンター自家用電気工作物保安管理業務変更仕様書 

 

１．業務名  

コミュニティセンター自家用電気工作物保安管理業務 

 

２．契約期間  

令和５年４月１日～令和８年３月３１日（長期３年契約） 

 

３．変更事項 

  設備容量の増加（白方コミュニティセンター，真崎コミュニティセンター） 

  原仕様書「３．履行場所」について､以下のとおり変更する。 

 

変更前 変更後 

石神コミュニティセンター  東海村大字石神内宿 1609 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 100ｋVA 1箇所 隔月点検） 

村松コミュニティセンター  東海村大字村松 3370-24 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 100ｋVA 1箇所 隔月点検） 

白方コミュニティセンター  東海村大字白方 2077 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 70ｋVA 1箇所 隔月点検） 

中丸コミュニティセンター  東海村大字須和間 345-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 150ｋVA 1箇所 隔月点検） 

舟石川コミュニティセンター 東海村大字舟石川 158-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 150ｋVA 1箇所 隔月点検） 

真崎コミュニティセンター  東海村大字村松 835-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 100ｋVA 1箇所 隔月点検） 

 

 

（省略） 

 

 

白方コミュニティセンター  東海村大字白方 2077 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 115ｋVA 1箇所 隔月点検） 

 

 

（省略） 

 

真崎コミュニティセンター  東海村大字村松 835-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 125ｋVA 1箇所 隔月点検） 

 

※１変圧器の交換工事は､令和５年５月３１日までに行う。 

※２変更後の仕様による委託料の算定は､令和５年６月１日以降の業務について行うも 

のとする。 

※３天候不順等のやむを得ない理由により，交換工事が令和５年６月１日以降となった場 

合においても，委託料の算定については※２のとおりとする。 

 

４．その他 

  原仕様書のとおり 


